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1. はじめに



NISTEP
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• 文部科学省 科学技術・学術政策
研究所（NISTEP）は、国の科学
技術政策立案プロセスの一翼を
担うために設置された国家行政
組織法に基づく文部科学省直轄
の国立試験研究機関

• 行政ニーズを的確にとらえ、意
思決定過程への参画を含めた行
政部局との連携、協力を行う



オープンサイエンス政策への貢献と実践
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オープンサイエンスがもたらす科学と社会の変容を政策と実践の両面から促し、モニタリングする調査研究

国際的なデータ共有の
共通質問紙の検討

国際的な活動への貢献
調査、ガイドライン作りへの協力

草の根活動への参画と
政策への橋渡し

国内啓発活動
シチズンサイエンス

学術関連コミュニティとの対話
政策への橋渡し

NISTEP共催イベントの開催等

データを公開する場合の懸念の強さ
（n=1,396,2016調査）

啓発
ルールづくり

実践
事例づくり

政策立案者
向け

研究者、
実践者向け

https://doi.org/10.15108/rm268

G7 オープンサイエンスWGワークショップ
（2019.6)

研究データ公開と論文のオープンアクセスに関する実態調査

専門家派遣

研究データリポジトリ
に関する小委員会ガ
イドラインを内閣府

版の草案に

科学技術基本計画および統合イノ
ベーション戦略策定への協力

国内政策作りのサポート
エビデンス提供

共同議長国の専門家としてとし
て企画運営をサポート

RDA（研究データ
連盟）の当該IGの

共同議長

多様な分野やセク
ターとの対話



自己紹介

1990年代よりICTを活用した”科学の社会”問題解決を志向&試行
し，多様なステークホルダーに自ら飛び込んでオープンサイエンスパラ
ダイムへの変容（DX）を促す触媒型研究者

政策 アカデミア

現場

専門委員他として
ガイドライン・ポリシー
作成等に関わる
● UNESCO
● G7科技大臣会合
● OECD
● 内閣府
● 文科省
● AIST

分野を超えた対話の繰り返しと啓発
● 日本学術会議特任連携会員（オープ

ンサイエンス他）
● 千葉大学非常勤講師

（学術情報論）
● 京都大学アカデミックデータ・イノ

ベーションユニットメンバー
● 複数の学会・学術雑誌の編集委員，

アドバイザー等

セクターを超え，実践に基づく対話の繰り返しと啓発
● 有機合成化学専攻（東大：DC1を取ったが途中で方針変更）
● 黎明期の電子ジャーナル開発と学会運営（日本化学会，J-STAGE）
● 大学図書館との未来洞察（SPARC Japan）
● 学術情報流流通の啓発（OA, altmetrics, プレプリント，ORCID, 

PID→定量的研究評価の理想と現実）
● 研究データ利活用の実践と啓発（RDA, 研究データ利活用協議会）

知見を転用して
PTAの電子化も
無理なくサクッと



2. 背景と経緯



歴史から紐解く科学や社会のオープン化

◼ グーテンベルグによるオープン革命

情報爆発
による知の開放

手紙、写本
手書きベース
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印刷本、ジャーナル
大量印刷ベース

より
Openな
基盤

「印刷という革命」 白水社
ヨーロッパで、15世紀半ばに印刷本が生まれた後、200年ほどかけて社
会はどう変わっていったのか。
ルネサンス期から科学革命に至る初期近代について，活版印刷のビジネ
スと技術，科学・宗教・文化・教育等への影響について総合的に論じるメ
ディア文化史である。

原題『THE BOOK IN THE 

RENAISSANCE』

https://doi.org/10.1241/johokanri.58.643

・著作権、知財等現在の
法、社会制度の基盤
・学術ジャーナルの発明
と科学の発展も口伝



新たなオープン化（知の開放）に基づく社会制度と、方針と
運用の再デザイン（新しい秩序）

◼ 科学・知財を取り巻く（人の行動原理を中心とした）本質は同じ
だが、情報基盤の変革に応じた再デザインと新しい秩序形成

Future Design

大量印刷と物流が
支えてきた科学と社会

Past Design
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インターネット（web）が
支える科学と社会

これからの
社会制度に応じた
対応方針、運用

?

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:A

ctivation_energy_ja.svg

新オープン・クローズ戦略

Open
Close
Secret

Open
Close
Secret

Chubin(1985

)

過去から引き続く
社会制度に応じた
対応方針、運用

EC, OECD
の狙い

ICTは進展したが、著作権や知財を含む法律、
社会制度の骨格は旧来のまま

Human Readable Machine Readable

情報爆発
による知の開放

触媒としての政策



COVID-19で顕在化した新旧両フレームの課題

◼ COVID-19によって社会が大きな影響を受け，100年に一度のレベルの歴史的
な転換点を迎えている中，学術情報流通の世界でもこれまでのICTを活用した
変革をさらに加速する出来事が相次いでいる．
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従来の研究スタイル 新たな研究スタイル

研究の進め方 仮説・実証型 データ主導型

成果の公開方法 査読付き論文 プレプリント・研究データ

成果の価格 高価格化（ジャーナル購読料の高騰） 無料・低価格

成果公開までのスピード 査読～公開までの長いタイムラグ 速やかに公開（査読が無いため）

生まれる成果の量 少数の成果 大量の成果

公開される成果の信頼性 査読に基づく高い信頼性
質や信頼性のバラツキ増大（誤った事実やフェイクの
拡散の恐れ）

スタイルの持続性 高い持続性（確立されたビジネスモデル） 不確定（未確立のビジネスモデル）

主要国 欧米日等の先進国中心 中国や新興国の躍進

研究者のインセンティブ ハイインパクトジャーナルでの発表による高い評価 研究実績の先取権確保

有効なシーンや分野 平常時に有効
非常時（今回のコロナ対応等）に有効、技術進化
の速い分野や査読に時間を有する分野に有効

内閣府研究データ基盤整備と国際展開WG（第13回）資料より抜粋



科学研究の変容は多次元で多発

◼ MI(マテリアルインフォマティクス)，
COI健康・医療データ連携推進機
構：ビッグデータと仮説探索型研究

◼脳科学，社会課題解決型研究：文
理融合を前提とした研究

◼ COVID-19分子地図：課題発生か
らの迅速な国際協働

◼ロボットクラウドサイエンス：ロボット
による実験の再現性確保と科学の
“コード化”の可能性
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http://coi.hirosaki-u.ac.jp/web/outline_d.html

http://www.scj.go.jp/ja/info/kohyo/pdf/kohyo-23-t249-6.pdf

https://www.oist.jp/ja/covid-19/community-projects/involvement-covid-19-

disease-map-project

https://www.nature.com/articles/nbt.3758



3. ユネスコオープンサイエンス勧告

https://www.unesco.org/en/natural-sciences/open-science



勧告までの経緯と日本の関わり

◼ （2017年第39回ユネスコ総会「科学と科学研究者に関するユネスコ勧告」採択）

◼ 2019年7月G7オープンサイエンスWG会合（パリ）
◆ EUと日本が共同議長

◆ UNESCOによる話題提供（Dr Shamila Nair-Bedouelle, Assistant Director-General for 
Natural Sciences, UNESCO）

◼ 2019年10月「オープンサイエンスに関するユネスコ勧告の望ましいあり方に関する技術的、財
政的、法的側面に関する予備的研究」

◼ 2019年11月ユネスコ科学デーのテーマがオープンサイエンス
◆ オープンサイエンスラウンドテーブルにて林による話題提供（”publish or perish” to “share or 

perish”)

◼ （2019年第40回ユネスコ総会「開かれた教育資源に関するユネスコ勧告」を採択）

◼ 2020年 Advisory Committeeを組織 Group IV（Asian and Pacific 
States）の委員として日本からも選出

◼ 2020－2021年 複数回の関連会合（含むアジア地域会合）開催、および草案等の各国
照会
◆ 「オープンサイエンスに関する世界的なコンセンサスに向けて：オープンサイエンスに関するユネスコの地域

協議の報告」

◆ 「オープンサイエンスに関する世界的なコンセンサスに向けて：オープンサイエンスに関するユネスコのグロー
バルオンラインコンサルテーションの報告書」

◼ 2021年9月本勧告の草案発出

◼ 2021年11月第41回総会で「オープンサイエンスに関する勧告」を採択
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目次

◼ I. AIM AND OBJECTIVES OF THE RECOMMENDATION

◼ II. DEFINITION OF OPEN SCIENCE

◼ III. OPEN SCIENCE CORE VALUES AND GUIDING PRINCIPLES

◼ IV. AREAS OF ACTION

◼ V. MONITORING
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https://www.unesco.org/en/natural-sciences/open-science



I 目的

1. この勧告の目的は、

◆ オープンサイエンスの視点における学問分野や地域の違いを認識し、

◆ 学問の自由、ジェンダー変換アプローチ（gender-transformative approaches）、そして
様々な国、特に発展途上国における科学者や他のオープンサイエンス関係者に特有の課題を考
慮し、

◆ 国の間や国内に存在するデジタル、技術、知識の格差の縮小に貢献するオープンサイエンス政策
と実践に関する国際的枠組みを提示することである。

2. この勧告は、国際レベルにおけるオープンサイエンスの共通の定義、共通の価値観、原則、
基準を概説し、万人のためのオープンサイエンスの公正かつ公平な運用に資する一連の
行動を提案するものである。

15

（日本語は発表者による仮訳）



目的の行間

1. 地理的、ジェンダー、政治的境界、民族、経済的・技術的障壁に関係なく、科学的知識
に普遍的にアクセスすることは、人類の発展と惑星の持続可能性に向けた進歩のために
不可欠な前提条件である。

2. オープンサイエンスは、デジタル世界の前例のない進歩に後押しされ、それに伴うリスクを
念頭に置きながら、透明性、共有、共同研究に基づく科学事業の新しいパラダイムを設
定し、研究のすべてのアウトプットへのアクセスを提供し、研究の実施と評価の新しい方
法を採用し、知識の創造と意思決定や政策決定への利用に科学コミュニティ以外の社
会的アクターを参加させる。

3. オープン・サイエンスが世界的な運動になるにつれ、科学的知識、データ、専門知識が普
遍的かつオープンにアクセスでき、その利益が普遍的かつ公平に共有されることを保証す
るために、堅牢な制度的・国家的なオープン・サイエンス政策と法的枠組みが、すべての
国で策定される必要がある。

4. この目的のために、本勧告の目的は、オープンサイエンスの視点における地域差を認識し、
特に発展途上国の科学者や他のオープンサイエンス関係者の固有の課題を考慮に入れ、
各国間や国内に存在するデジタル、技術、知識の格差の縮小に貢献するオープンサイエ
ンス政策と実践のための国際的な枠組みを提供することである。
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II オープンサイエンスの定義

◼ この勧告の目的では、オープンサイエ
ンスは、以下のように定義
◆ 多言語の科学知識を誰もが自由に利用

でき、アクセスでき、再利用できるようにし、
◆ 科学と社会の利益のために科学的共同

研究と情報の共有を拡大し、
◆ 科学知識の創造、評価、伝達の過程を

従来の科学界を超えて社会的アクターに
開放しようとする

◆ 様々な運動と実践を統合した包括的概
念

◼ 基礎科学、応用科学、自然科学、社
会科学、人文科学など、あらゆる科学
分野と学術的実践の側面から下記を
重要な柱として構成される。

1. オープンな科学知識、
2. オープンな科学インフラ、
3. 科学コミュニケーション、
4. 社会的アクターのオープンな関与、
5. 他の知識システムとのオープンな対話
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（日本語は発表者による仮訳）



オープンサイエンスの構成要素

◼より開かれた科学知識
◆論文以外の様々な成果も

オープンに

◼オープンサイエンス基盤（イ
ンフラ）
◆人と機械が読めるインフラ整備

◼社会的アクターのオープンな
関与
◆市民の参画による新しい研究

スタイル

◼他の知識システムとの開かれ
た対話
◆先住民や地域が持つ伝統的

な知識の導入と活用
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（日本語は発表者による仮訳）



III. オープンサイエンスのコアバリューと基本理念

◼ 質と公正性（integrity)

◼ 集団的利益

◼ 公平さ（Equity and Fairness)

◼ 多様性と包括性

19（日本語は発表者による仮訳）

◼ 透明性、精査、批評、再現性

◼ 機会の平等

◼ 責任、敬意、説明責任

◼ 協働、参加、包摂

◼ 柔軟性

◼ 持続可能性



IV. 7つの実践項目と勧告

1. オープンサイエンスに関する共通の理解、関連する利益と課題、およびオープンサイエンス
への多様な道筋を促進

2. オープンサイエンスを可能にする政策環境の整備

3. オープンサイエンスのインフラとサービスへの投資

4. オープンサイエンスのための人材、トレーニング、教育、デジタルリテラシー、能力開発への
投資

5. オープンサイエンスの文化を醸成し、オープンサイエンスに対するインセンティブを調整する

6. 科学的プロセスの様々な段階において、オープンサイエンスのための革新的なアプローチ
を促進すること

7. オープンサイエンスに関連し、デジタル、技術、知識のギャップを減らすために、国際協力
やマルチステークホルダー協力を推進すること

20

（日本語は発表者による仮訳）

• この勧告の原則をその管轄内で実現するために、各国の憲法慣行および統治機構に適合した、必要とさ
れるあらゆる立法措置またはその他の措置を含む適切な措置をとることによって、この勧告の規定を適用
するよう勧告する。

• この勧告を科学、技術、革新を担当する当局および機関の注意を喚起し、オープンサイエンスに関連する
関係者と協議することを勧告する。

• オープンサイエンスの推進のために、二国間、地域間、多国間、世界的なイニシアティブで協働することを
勧告する。

• この勧告に従ってとられた行動について、決定される日付と方法で報告するよう勧告する。



V. モニタリング

◼ 加盟国は、それぞれの状況、統治構造、憲法上の規定に従って、適宜、定量的・定性的
アプローチを組み合わせて、オープンサイエンスに関連する政策や仕組みをモニタリングすべ
きである。加盟国は、以下を検討することが推奨される。

a. 意図しない結果や、特に若手研究者に対する潜在的な悪影響の特定を含め、定義された目的
に対するオープンサイエンス政策やインセンティブの有効性と効率性を測定するための適切なモニタ
リングおよび評価メカニズムを配備すること。

b. ユネスコの支援とマルチステークホルダーアプローチにより、オープンサイエンスとその意味合いに関す
る進捗、グッドプラクティス、イノベーション、研究報告書を収集し、普及させること。

c. この勧告を実施するための短期、中期、長期の目標と行動を定めた、質的・量的指標を備えた
モニタリングの枠組みを、国家戦略計画の中で開発し、国際レベルで共有することを検討する。
オープンサイエンスのモニタリングは、科学界を含む公共の監視下に明確に置かれるべきであり、可
能な限り、非占有的で透明性の高いオープンなインフラによって支援されるべきである。この監視
には、民間部門も含まれうるが、委任すべきではない。

d. オープンサイエンスの有効性と長期的な効率を監視するための戦略を策定し、それにはマルチス
テークホルダー参加型のアプローチが含まれる。このような戦略は、科学、政策、社会間の結びつ
きを強化すること、包括的で公平な質の高い研究のための透明性と説明責任を強化すること、そ
して、地球規模の課題に効果的に対応することに焦点を当てることができる。

21

（日本語は発表者による仮訳）



4. 今後の展望と日本の対応



国際的な共通課題となったオープンサイエンス

G7 Research Compact

https://www.mofa.go.jp/mofaj/files/100200013.pdf
https://en.unesco.org/science-sustainable-future/open-science/recommendation
https://council.science/current/news/open-science-and-the-unesco-initiative/
https://www.un.org/en/library/OS21

UNESCO
ISC

(International Science Council)

UN

新しいイノベーション基盤に

193 Countries

support

Open Science WG

support
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格差社会の解消、新しい知の営み

先進国としてのリーダーシップ
（研究力、産業）

国際社会のリーダーシップ
（外交、教育）

https://council.science/current/news/open-science-and-the-unesco-initiative/


2021 G7におけるオープンサイエンスの議論
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国内外の動向

25https://www.nii.ac.jp/sparc/event/2021/pdf/20220222_2.pdf
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まとめ

◼ オープンサイエンスの潮流は歴史的に必然であり、技術革新による知識の開放
は科学、社会、科学と社会を変えてきた

◼ インターネットの特性を生かした新たな変容を前提に、新しいプラットフォーム上
の知識の共有による新しいルールメイク、ゲームチェンジが行われてようとしている

◼ あるいは、学問の自由や多様性を確保し、国の間や国内に存在するデジタル、
技術、知識の格差を解消できる可能性がある

◼ ユネスコオープンサイエンス勧告は、国際レベルにおけるオープンサイエンスの共通
の定義、共通の価値観、原則、 基準を概説し、万人のためのオープンサイエン
スの公正かつ公平な運用に資する一連の行動を提案するものである

◼ 国内、G7としては、2016年よりオープンサイエンス政策が推進され、新しい知
識・イノベーション基盤づくりによる研究力・国力の強化を推進することを主な目
的として、研究データ基盤整備等の施策が行われている

◼ ユネスコにおいては、より包括的な世界の課題解決のため、国際社会、アジアの
リーダーとしての立ち振舞が求められる
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(参考）論文と研究データの公開に関する
実態調査2020

◼ 池内有為, 林 和弘，他研究データ公開と論文のオープンアクセスに関する実
態調査2020, NISTEP RESEARCH MATERIAL, No.316, (2021).

◼ https://doi.org/10.15108/rm316

：オープンサイエンス支援体制の構築に向けたモニタリング例



調査の概要

◼ 調査対象

◆ 科学技術専門家ネットワーク：1,914名

◆ 有効回答：1,349名（回答率70.5%）

◼ 調査期間

◆ 2020年11月5日～11月17日

◼ 調査項目

◆ 論文と研究データの公開状況

◆ 研究データの提供（共有）状況

◆ 公開データの利用状況と課題

◆ データマネジメントプラン（DMP）の作成状況

◆ 研究データ公開の障壁

◆ 研究データ公開のインセンティブ

◆ 研究データの整備・公開・保存と支援の可能性

◆ 研究成果公開の展望・問題点等（自由記述）
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属性による分析

• 年齢層

• 所属機関

• 分野

同様の調査を
2016年，2018年にも実施



論文のオープンアクセス（OA）

◼ オープンアクセス（OA）経験をもつ回答者は増加傾向。

◼ 公開方法は「OA誌への投稿」（77.1%），「雑誌が論文をOAにした」（32.6%），
「所属機関のリポジトリ」（30.7%），「雑誌のOAオプション」（30.6%）など。【複
数回答】

◼ 公開理由は「投稿した雑誌がOA」（75.8%），「研究成果を広く認知してもらいたい」
（57.6%）に集中。【複数回答】

◼ 未公開理由は「資金がないから」（57.6%），「投稿したい雑誌がOAではない」
（40.3%）に集中。【複数回答】
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データの公開経験

◼ 2016/2018年調査と比較して，公開率がやや低下

◼ 低下の要因

◆ アンケートシステムの変更に伴う質問方法が変更されたことによるもの

◆ 回答者の揺れ（同一回答者の、同一システム・同一質問の2016/2018年調査
でも矛盾あり、データ公開以外の項目も矛盾あり）
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分野別データ公開経験と論文の公開経験

◼ データ公開経験とOA経験に有意な相関はなし

◼ いずれも高いのは地球科学・数学，いずれも低いのは工学

◼ OA率が高いのは社会科学・人文学，データ公開率が高いのはCS
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